
損傷等級の評価区分の見直しについて

材料 もとの評価段階 改定した評価段階 見直し内容

01 腐食 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 5段階(a,b,c,d,e) ・山形県橋梁点検要領の評価方法をもとに、損傷の有無、損傷範囲の大小を踏まえて、5段階に区分した。Ａ→a･b、Ｂ→c、Ｃ→d･e。

02 亀裂
3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ)
注)亀裂・破断

3段階(a,c,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→e。
・直轄で定める亀裂パターンは参考としない。
・破断の表現は削除。

03 ゆるみ・脱落 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 3段階(a,c,e) ・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→e。

04 破断
3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ)
注)亀裂・破断

2段階(a,e)
・山形県橋梁点検要領では破断がないため、【他の損傷との関係】【損傷程度と評価】、評価方法は直轄要領を参考とした。損傷なし→a、破断
している→e。
・eには基礎収集データ要領より（部材がつながっている場合は亀裂）を追記

05 防食機能の劣化 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 5段階(a,b,c,d,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法をもとに、直轄の分類(塗装、めっき･溶射、耐候性鋼材)を参考に5段階に区分した。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→d･e。
耐候性鋼材のみｂを追加。

06 ひびわれ 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 5段階(a,b,c,d,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法をもとに、直轄の区分と損傷程度の表を参考に5段階に区分した。Ａ→a･b、Ｂ→c、Ｃ→d･e。
・ひびわれパターンは山形県橋梁点検要領、R4.3から変更なし。

07 剥離・鉄筋露出
3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 注)剥離
鉄筋露出･うき

4段階(a,c,d,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法をもとに、直轄を参考に4段階に区分した。Ａ→a、Ｂ→c･d、Ｃ→e。
・うきの表現は削除した。

08 漏水・遊離石灰 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 4段階(a,c,d,e) ・山形県橋梁点検要領の評価方法をもとに、直轄を参考に4段階に区分した。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→d･e。

09 抜け落ち 2段階(Ａ､Ｃ) 2段階(a,e) ・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｃ→e。

11 床版ひびわれ 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 5段階(a,b,c,d,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法をもとに、直轄を参考に5段階に区分した。Ａ→a・b、Ｂ→c、Ｃ→d･e。
・ひびわれパターンは山形県橋梁点検要領、R4.3から変更無し。

12 うき
3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 注)剥離
鉄筋露出･うき

2段階(a,e) ・山形県橋梁点検要領の⑥剥離鉄筋露出・うきの【一般的性状・損傷の特徴】からうきの文言を抽出した。損傷なし→a、うきがある→e。

13 遊間の異常 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 3段階(a,c,e) ・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→e。

14 路面の凹凸 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 3段階(a,c,e) ・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→e。

15 舗装の異常 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 3段階(a,c,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→e。
・直轄の損傷パターンは参考としない。

16 支承の機能障害 2段階(Ａ､Ｃ) 2段階(a,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｃ→e。
・損傷パターンは山形県橋梁点検要領、R4.3から変更なし。

17 その他 2段階(有､無) 2段階(a,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。無し→a、有り→e。
・記録する際は損傷名の末尾に（）をつけ、損傷内容を記載する。

10 補修・補強材の損傷 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 3段階(a,c,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→e。
・分類⑤当て板を追加
・記録する際は損傷名の末尾に（）をつけ分類を記載する。

18 定着部の異常 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 3段階(a,c,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→e。
・直轄の分類・損傷パターンは参考としない。

19 変色・劣化 2段階(Ａ､Ｃ) 2段階(a,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｃ→e。
・直轄の分類は参考としない。

20 漏水・滞水 2段階(有､無) 2段階(a,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。無し→a、有り→e。
・【損傷の評価】のeのコメントは、直轄の要領を参考とした。

21 異常な音・振動 2段階(有､無) 2段階(a,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。無し→a、有り→e。
・【損傷の評価】のeのコメントは、直轄の要領を参考とした。

22 異常なたわみ 2段階(有､無) 2段階(a,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。無し→a、有り→e。
・【損傷の評価】のeのコメントは、直轄の要領を参考とした。

23 変形・欠損 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 3段階(a,c,e) ・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→e。

24 土砂詰まり 2段階(有､無) 2段階(a,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。無し→a、有り→e。
・【損傷の評価】のeのコメントは、直轄の要領を参考とした。

25 沈下・移動・傾斜 2段階(有､無) 2段階(a,e)
・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。無し→a、有り→e。
・【損傷の評価】のeのコメントは、直轄の要領を参考とした。

26 洗掘 3段階(Ａ､Ｂ､Ｃ) 3段階(a,c,e) ・山形県橋梁点検要領の評価方法にもとづく。Ａ→a、Ｂ→c、Ｃ→e。

損傷の種類

鋼

コ
ン
ク
リ
ー

ト

その他

共通



①腐食
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡを損傷の有無で、aとbに区分し
た。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣを、腐食範囲の大小を考慮しdと
eに区分した。

損
傷
程
度
判
定
基
準

【中略】



②亀裂
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・②亀裂・破断　⇒　破断を削除
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡを損傷の無でaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeにした。また、破断の文言を
削除した。
・直轄の損傷パターンは参考としない。

損
傷
程
度
判
定
基
準

破断の文言を削

破断の文言を削除



③ゆるみ・脱落
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡを損傷無しのaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeにした。

損
傷
程
度
判
定
基
準



④破断
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡは損傷無しのaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeにした。

損
傷
程
度
判
定
基
準

破断の他損傷との関係

は直轄を参考

破断はAとCのみ



⑤防食機能の劣化
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡを損傷の無し及び耐候性鋼材の保護性錆
の形成過程の状況としてaとした。
・耐候性鋼材の保護錆が生成されていない状態は、直轄を参考にbとし追加
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをd,eとした。
　塗装：劣化範囲が広く、点錆の状態⇒e
　耐候性：錆の層状剥離⇒e

損
傷
程
度
判
定
基
準

【中略】

追加



⑥ひびわれ
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの小小をbにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣの大小をd、大大をeに区分し
た。
・ひびわれパターンは山形県橋梁点検要領、R4.3から変更なし。

損
傷
程
度
判
定
基
準



⑦剥離・鉄筋露出
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・一般的性状からうきの文言を削除した。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢの剥離のみをc、鉄筋が露出し腐
食が軽微な場合をdとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeにした。
・また、うきのコメントを削除した。

損
傷
程
度
判
定
基
準

うきを削除

うきの文言を削除



⑧漏水・遊離石灰
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣの内、遊離石灰が生じて錆汁が
見られない場合をd、著しい遊離石灰と錆汁をeに区分した。

損
傷
程
度
判
定
基
準



⑨抜け落ち
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeとした。

損
傷
程
度
判
定
基
準



⑪床版ひびわれ
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡは損傷無しをa、1方向ひびわれ
をｂに区分した。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣの内、1方向0.2mm以下及び2方向
0.2mm以下をdとした。0.2mm以上をそれぞれeとした。

損
傷
程
度
判
定
基
準



⑫うき
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣから、うきの文言のみを抽出しe
とした。

損
傷
程
度
判
定
基
準

うきを抽出

うきの文言を抽出

うきの文言を抽出



⑬遊間の異常
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeとした。

損
傷
程
度
判
定
基
準



⑭路面の凹凸
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeとした。

損
傷
程
度
判
定
基
準



⑮舗装の異常
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeとした。
・直轄の損傷パターンは参考としない。

損
傷
程
度
判
定
基
準



⑯支承の機能障害
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeとした。
・損傷パターンは、山形県橋梁点検要領、R4から変更しない。

損
傷
程
度
判
定
基
準



⑰その他
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・損傷の無しをaにした。
・損傷有りをeとした。
・記録する際は損傷名の末尾に（）をつけ、損傷内容を記載する。

損
傷
程
度
判
定
基
準

「山形県橋梁点検要領､R4.3」では、ＡＢＣの3段階評価

ではなく損傷の有無としている。



⑩補修・補強材の損傷
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeとした。
・分類⑤当て板を追加
・記録する際は損傷名の末尾に（）をつけ分類を記載する。

損
傷
程
度
判
定
基
準

【中略】



⑱定着部の異常
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeとした。
・直轄の分類・損傷パターンは参考としない。

損
傷
程
度
判
定
基
準



⑲変色・劣化
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeとした。
・直轄の分類・損傷パターンは参考としない。

損
傷
程
度
判
定
基
準



⑳漏水・滞水
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・損傷の無しをaにした。
・損傷有りをeとした。損傷状況は直轄を参考にした。

損
傷
程
度
判
定
基
準

「山形県橋梁点検要領､R4.3」では、ＡＢＣの3段階評

価ではなく損傷の有無としている。



㉑異常な音・振動
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・損傷の無しをaにした。
・損傷有りをeとした。損傷状況は直轄を参考にした。

損
傷
程
度
判
定
基
準

「山形県橋梁点検要領､R4.3」では、ＡＢＣの3段階評

価ではなく損傷の有無としている。



㉒異常なたわみ
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・損傷の無しをaにした。
・損傷有りをeとした。損傷状況は直轄を参考にした。

損
傷
程
度
判
定
基
準

「山形県橋梁点検要領､R4.3」では、ＡＢＣの3段階評

価ではなく損傷の有無としている。



㉓変形・欠損
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeとした。

損
傷
程
度
判
定
基
準



㉔土砂詰まり
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・損傷の無しをaにした。
・損傷有りをeとした。損傷状況は直轄を参考にした。

損
傷
程
度
判
定
基
準

「山形県橋梁点検要領､R4.3」では、ＡＢＣの3段階評価

ではなく損傷の有無としている。



㉕沈下・移動・傾斜
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・損傷の無しをaにした。
・損傷有りをeとした。損傷状況は直轄を参考にした。

損
傷
程
度
判
定
基
準

「山形県橋梁点検要領､R4.3」では、ＡＢＣの3段階評価

ではなく損傷の有無としている。



㉖洗堀
橋梁定期点検要領（国土交通省（R6.7）） 山形県橋梁点検要領（山形県（R4.3）） 山形県橋梁点検要領(案)（山形県（R7.4））

補足

・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＡの損傷無しをaにした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＢをcとした。
・「山形県橋梁点検要領､R4.3」のＣをeとした。

損
傷
程
度
判
定
基
準


